
高額療養費制度とは

医療費の自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります
高●療養費劃虞とは：医療糧闘や璽局の憲口で支払った額が、1ヵ月（月初 から月末まで）で上限額を超えた場合に、その超えた金額を払い戻す制度です。

詳しくは、厚生労働省の「高鶴療養賣嗣震を利用される誓さ事へ」 (https:/ /www.mhlw.go.jp/ content/000333279 .pdf)をご参照ください。

、弓ャ十~~むr~l;:il
上隕鶴は、下裏のように年齢や所得によって員なり事す。

-~~ft「 rtrJ.~~~野~·
69織以下の方、70鐵以上の住民税非●税憧帯の方、70織以上の年収

約370万円一約1,160万円の方の場合、事前に加入している纏●保険に申請

して「限度額適用認定証」の交付を受け、匿震懺関の憲口で撮示すれば、

支払額が自己負担限度額までになります。（詳しくは、加入している医療保険に

お問い合わせください。）

—~1 
遍用区分 1ヵ月の上限額（世書ごと）

年収約1,160万円一 252.600円＋
ア 健保：標準輻馴83万円以上 （医療費ー842,QQQ)X1% 

国保：18ただし書き所得901万円超

年収約770万ー約1,160万円
（医療費16ー7,455080.0円0＋0) X1C!E, イ 健保：櫃準籟馴53万ー79万円

国保：旧ただし書き所得600万~901万円

1年収約370万～約770万円 80,100円＋
ウ I■11:橿準纏11128万ーso万円 （医療賣ー267,000)><1% 

国保：18ただし書き所得210万ー600万円

年収～約370万円
工 健保：櫃準輪鯛26万円以下 57,600円

国保：旧ただし書9所得210万円以下

オ 住民税非課税奮 35,400円

過用区分は、億伐では世書王の月収、口保では世帯の年収によって決められま't.
表中の年収は目安として示しています．

多数回該当の湯合

140,100円

93,000円

44,400円

4-4,400円

24,600円

(2020年4月現在）

＇ヽ↓ 』
1つの医療機関等での自己負担（院外処方代を含みます）では上限額を超えない

ときでも同じ月の別の医療機関等での受診や、同じ世帯にいる他の方の受診

について（同じ医療保険に加入している方に限ります）自己負担額を1ヵ月単位

で合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の

支給対象となります。ただし、69歳以下の方の場合は、自己負担が21,000円
以上の場合のみ合算できます。

~J~ 紐阻鵡
過去12ヵ月以内に3回以上、上隕額に達した場合は、4回目から「多数回」

該当となり、上限額が下がります。

70歳以上の方

運用区分 （●~人-ごと）11ヵ（世月帯の上ご限と）額 多数回該当の湯合

年収約1,160万円ー 252,600円＋
標準報酬83万円以上／ （医療費ー842,QQQ)X1% 140,100円
課税所得690万円以上

現 年収約770万ー約1,160万円

（医療費16ー75,45080,0円0＋0) X1% 塁標準報酬53万円以上／ 93,000円
課税所得380万円以上み
年収約370万～約770万円

80,100円＋標準報酬28万円以上／ （医療費ー267,000)X1% 44,400円
課税所得145万円以上

年収156万～約370万円
［年1184,40,0000円0円］ 57,600円般 標準報酬26万円以下／ 44,400円

課税所得145万円未満等

非住 n住民税非課税世帯 24,600円 -------悶
1住民税非課税円以世下帯尋）

8,000円

15,000円 ,~等 （年金収入80万

※70歳以上の方の「住民税非課税」の区分の方については、多数回該当の清用はあリません (2020年 4月現在）



3
 

二 魚スケシュールの例 -・- - -, 

• ガザイパとペンダムスチンとの併用による苺入療法は4週間を1 サイクルとし、6サイクル

繰り返します。

• 薬剣費の例としては、1ヵ月を4週間(28日間）とし、外来での治療を想定しています。(1ヵ月の

治療回数は1回になります。）

• ガザイパは、 1 日 1 回1000mgを 1サイクル目のみ1 ,8,1 5 日目に、 2-6サイクルは1 日目のみ

点濤静注します。

●ペンダムスチンは1-6サイクルの1-2日目に点滴静注します。

月 2 3 4 5 6 

遍 l 2 3 4 , 2 I 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

サイクル 2 3 4 5 6 

Iガザイパ』,,'↓ ↓ I • • ， 
ペンダムスチンu II u u 

＂ 
u 

l , サイクルあたりの抗かん剤の投与星（体表面!')~Sm · )と瓦剤費＜概算?-. j 

1サイクル（ガザイパ1,8,15日目に投与） I 2-6サイクル（ガザイバ1日目のみ授与） I 
投与量 爾剤賣 投与呈 薬痢賣 I 

ガザイパ lOOOmg/回X3回 1,376,397円 1000mg I 458.799円 I 
ベン9ムスチン 90m.Sg/mなm12/1回x 310,788円 I 90mg/m'/回X

I 310,788円 I 1 回 1.Smな 2回

合 1.687.185円 合計 I 769,587円 I 
~~ では薬嗣賣のみを試算してい亥す．実順にはその倦に．検査費、その健の柔痢費、外来医療費等がかかります。

I 導入癒去 (6ヵ月）の自己負担総腿＿（窓旦竺竺亙7払戻し額）＜一概算〉＿＿~
月 1 I 2 3 4 5 I 6 

• · 合計
けィクIv.¥, 1 2 3 4 5 I 6 

薬嗣費 1.687.185円 769,587円 769.587円 769.587円 769.587円j769.587円 5.535.120円

宝ii94,302円I85.126円 85,126円 44,400円 44,400円 44.400円 397,754円
多数回該当

※ここに示す会額は千デルケースでの擾夏であり、冥繋の負担I!!と更なる湯合があ1)ますこ

I ,~ の払戻し額（品額栢釘げ支給額）の叶互例〈概註> l 
• 直近の12ヵ月に高額療養費の対象となる治療を受けておらず、初めて該当する場合について

算出しています。4ヵ月目から多数回該当が適用されます。

., ヵ月を4週間(28日間）として計算しています．

~ .. 
クル目の場合］

薬剤費総額：1,687,185円 自己負担限度額：94,302円

一ー 払戻し顕411,853円

自己負担限度額94,302円

匿療保険が負担(7割） 1,181,030円

匝 9 ● ● ....... . . . .  . 

［治朕1回｝

薬剤費総額：769,587円 自己負担限度額：85,126円

医療保険が負担(7劃）

・ こ 538.711円 fム戻し額145,750円

自己負担限度顛85,126円

窓口支払額(311!)230,876円

—.. ● ● ● ● 

［多数回該当の場合］

薬剤費総額：769,587円 自己負担限度額：44,400円（固定）

窓口支払額(3割）230.876円
医療保険が負担(7劃）

~ : 538,711円 払戻し額186.476円

自己負担限度顧 44,400円

「隕虐験お用認1Flif」を揖示Tれば入粽・外呆診療（こかかわらr、窓n.えj/.い~j'.j己負担凩度額 2で（こすることがで き よ 1 蝙

8
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ガザイバ維持療法（ガザイパ単剤治療） を・69歳以下、年収約370万～約770万円（適用区分「ウ」、3割負担の方）の一例

治療スケシュールの例

• ガザイパによる維持療法は導入療法終了後、2ヵ月に1回1000mgを点滴静注し、最長2年間繰り返します。 ● 薬剤費の例としては、1ヵ月を4週間(28日間）とし、外来での治療を想定しています。

月
一
週

2 

1l2131411l2l3l4l1 2L 14l112Ll411 

5 

2戸 I • •• •I • • • 1 I 2 1i 3 I 411 I 2 213 I 4 I 1 2 l1 3 I 411 I 2 y 3 I 4 I 1 

23 24 

2131411121314 

ガザイバ ll ー l
- ．＇ 

ー

＿
↓
 

1 カサ1竺投与月の薬~H1iと維持療法」竺胚~)の自己負担総額 ＜概n 〉 | l-, ヵ月？払区し額僑紬角社費支紐）の計研l〈概m 」
ガザイパ投与月（隔月）

投与量 I 薬剤費 l 自己負担額

2年間合計

薬 費総額 I 自己負担総額

lOOOmg/回 I4ss.199円 I 44,400円 Is.sos.sss円 Is32,soo円

ここでは薬剤費のみを試算しています。実際にはその他に、検査費、その他の薬剤費、外釆医療費等がかかります。

• 導入療法から縫続して繕持療法に移行していると想定しています。

• すでに高額療養費の対象となる治療を受けており、多数回該当が適用 されている場合に
ついて算出しています。

• 1ヵ月を4週間(28日間）として計算しています。

1ーカサイハ投与月 ＿ー~ ― - - ---~~l 
［多数回該当(2ヵ月ごとに治療1回 l
薬剤費総額：458,799円 自己負担限度額：44,400円（固定）

ー医覆保険が負担(~) 窓口支払額(3割）137.640円

' ~ 321.159円 払戻し額93.240円

自己負担限度額44.400円

レジメン別の導入療法(6ヵ月）と維持療法(2年間）の

自己負担総額〈概算〉

※69歳以下、年収370万ー770万円（遍用区分「ウ」、 3割負担の方）の一例

， 

月 ， 2 3 4 s 6 I 尊入震法合計 繕持療法 金治療合計尊入療法の
I 

I (6ヵ月） (2年間） (2年6ヵ月）
レシメン 治療サイクル数 1 2,3 4 5 6.7 8 

＇ 
G-CHOP 薬剤費 1,397,199円 959,202円 479.601円 479,601円 938,400円 458.799円 I 4.712.802円 5,505,588円 10,218.390円
療法 自己負担限度額 91,402円 87,022円 82,226円 44,400円 44,400円 伍 ,400円

.I • 
393,850円 532,800円 926,650円

G-CVP 薬剤費 1,385,625円 936.054円 468.027円 468,027円 936,054円 468,027円 4,661,814円 5.505.588円 10,167,402円療法 自己負担限度額 91,286円 86.791円 82,110円 44,400円 44,400円 44.400円 393.387円 532,800円 926,187円
治療サイクル数 1 2 3 4 5 6 I 

薬剤費 1.687,185円 769,587円 769,587円 769,587円 769,587円 769,587円 5,535.120円 5,505,S88円 11.040,708円G-1遭法
自己負担限度額 94,302円 85,126円 85,126円 44,400円

930.554円44,400円 44,400円 397,754円 532.800円. ~ —--
担額と異なる場合があります。

・o 


